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新
幹
線
飯
山
駅
舎
の
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
を
要
望

市
長
の

悠
久
の
ふ
る
さ
と
づ
く
り 

⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
山
市
長　
石
田
正
人

　
関
田
山
脈
、
高
社
山
、
毛
無
山
と
、
四
方
の
山
々
が
赤
や
黄
の
美

し
い
紅
葉
に
彩
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
も
先
日
、
車
で
山
へ
行
っ
て
み
る

と
「
き
れ
い
だ
ね
ぇ
」
と
時
折
足
を
止
め
な
が
ら
信
越
ト
レ
イ
ル
を

歩
く
多
く
の
皆
さ
ん
の
姿
を
目
に
し
ま
し
た
。
ま
た
各
家
の
庭
先
を

見
れ
ば
菊
の
花
が
咲
く
晩
秋
の
こ
の
時
期
、
恒
例
の
飯
山
え
び
す
講

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
子
供
の
頃
、「
秋
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
ら
え
び
す
講
に
連
れ
て
行
く

か
ら
し
っ
か
り
手
伝
っ
て
く
れ
よ
」
と
言
わ
れ
、
え
び
す
講
を
楽
し
み

に
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
長
靴
や
冬
物
の
下
着
を
買
っ
て

も
ら
っ
た
こ
と
、
こ
ん
な
に
大
勢
の
人
が
住
ん
で
い
る
の
か
と
驚
く
ほ

ど
賑
や
か
な
飯
山
町・・・。
人
と
人
の
間
を
縫
う
に
も
大
変
で
し
た
が
、

え
び
す
講
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
も
の

で
す
。
え
び
す
講
で
買
っ
て
も
ら
う
長
靴
も
、
兄
弟
が
５
人
い
れ
ば
、

自
分
の
は
い
つ
買
っ
て
も
ら
う
順
番
が
回
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
時
代
。
し
か
し
、
こ
ん
な
暮
ら
し
が
、
家
族
愛
を
育
て
、
飯
山
の

人
々
の
豊
か
な
心
を
育
ん
だ
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
年
に
一
度
の
大

行
事
と
な
る
え
び
す
講
で
は
、
店
に
顔
を
出
し
「
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
達

者
か
え
」
と
会
話
を
交
わ
し
、
多
少
な
り
と
も
買
い
物
を
し
て
ま
た

次
の
店
へ
行
く
人
、収
穫
し
た
ば
か
り
の
小
豆
を
ぼ
た
餅
に
し
て
「
食

べ
て
お
く
れ
」
と
店
先
に
置
い
て
い
く
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ど
、
飯
山
の

人
々
が
町
の
あ
ち
こ
ち
で
交
流
す
る
光
景
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
会
話
の
中
で
、
地
域
の
信
頼
が
生
ま
れ
、
こ
の
つ
な
が

り
が
地
域
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
時
代
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、
今
で

も
、
え
び
す
講
へ
出
か
け
て
み
れ
ば
こ
う
し
た
会
話
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
昔
も
今
も
、
え
び
す
講
は
飯
山
市
民
の
交
流
の
場
で
あ

る
こ
と
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
人
と
人
の
つ
な
が
り
も
、

私
達
が
先
人
か
ら
引
き
継
ぎ
、
ま
た
未
来
へ
つ
な
い
で
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
宝
物
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
豊
か
な
自
然
の
懐

ふ
と
こ
ろに
抱
か
れ
た
や
す
ら
ぎ
の
駅
」
を

　

10
月
７
日
、
飯
山
市
は
長
野

県
と
合
同
で
、
北
陸
新
幹
線
飯

山
駅
の
駅
舎
整
備
に
つ
い
て
、

建
設
工
事
を
行
う
独
立
行
政
法

人 

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整

備
支
援
機
構
を
訪
問
し
、
デ
ザ

イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
要
望
を
行
い

ま
し
た
。

　

こ
の
日
、
一
行
は
長
野
市
の

同
機
構
鉄
道
建
設
本
部
北
陸
新

幹
線
建
設
局
（
木
村
宏
局
長
）

を
訪
問
。
石
田
市
長
は
こ
れ
ま

で
の
新
幹
線
工
事
に
対
す
る
感

謝
、
新
幹
線
に
対
す
る
市
民
の

期
待
の
高
ま
り
を
伝
え
た
う
え

で
、「
飯
山
駅
舎
の
デ
ザ
イ
ン

コ
ン
セ
プ
ト
を
『
豊
か
な
自
然

の
懐
に
抱
か
れ
た
や
す
ら
ぎ
の

駅
』
と
し
た
。
こ
の
コ
ン
セ
プ

ト
が
反
映
さ
れ
た
故
郷
を
愛
す

る
拠
り
所
と
な
る
飯
山
ら
し
い

駅
舎
と
な
る
よ
う
配
慮
い
た
だ

き
た
い
」
と
要
望
。
こ
れ
に
対

し
木
村
局
長
か
ら
は
「
ぜ
ひ
地

元
の
希
望
に
沿
う
形
で
進
め
て

い
き
た
い
」
と
の
言
葉
が
あ
り

ま
し
た
。

　

ま
た
長
野
県
か
ら
は
、
北
信

州
の
玄
関
口
に
ふ
さ
わ
し
い
建

築
物
と
な
る
よ
う
景
観
に
配
慮

す
る
こ
と
、
県
産
木
材
を
可
能

な
限
り
使
用
す
る
こ
と
な
ど
が

要
望
と
し
て
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

新幹線飯山駅
 今後の駅舎建設の流れ（予定）
●市から鉄道・運輸機構へ
　駅舎デザインの要望
　（平成 21年10 月）

↓
●鉄道・運輸機構から市に、
　複数のデザイン案の提示

↓
●提示された駅舎デザイン案に
　ついて市で検討、機構へ推薦

↓
●機構より最終デザインの発表

↓
●駅舎の建設工事着工
　（平成 23 年 秋頃）

↓
●新幹線飯山駅開業
　（平成 26 年 3 月頃）

　

10
月
22
日
、
北
陸
新
幹
線

北
信
広
域
建
設
推
進
協
議
会

（
会
長
・
石
田
飯
山
市
長
）
と

北
陸
新
幹
線
飯
山
駅
周
辺
ま
ち

づ
く
り
市
民
協
議
会
（
会
長
・

渋
川
芳
三
飯
山
市
区
長
会
協
議

会
長
）
は
、
北
陸
新
幹
線
の
平

成
26
年
度
中
の
金
沢
駅
ま
で
の

開
業
と
、
大
阪
ま
で
の
早
期
全

線
着
工
を
求
め
る
中
央
要
望
活

動
を
合
同
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

石
田
市
長
を
団
長
と
す
る
総

勢
25
名
の
一
行
は
、
最
初
に
鉄

道
・
運
輸
機
構
の
本
社
（
横
浜

市
）
を
訪
問
し
、
建
設
促
進
に

向
け
た
要
望
活
動
と
情
報
交
換

を
行
い
ま
し
た
。
特
に
石
田
市

長
か
ら
、「
飯
山
ら
し
い
駅
舎

の
実
現
」
が
強
く
要
望
さ
れ
る

と
、
機
構
側
か
ら
「
地
元
の
意

向
を
取
り
入
れ
た
、
よ
い
駅
舎

に
な
る
よ
う
に
し
た
い
」
と
の

回
答
を
得
ら
れ
ま
し
た
。

金
沢
ま
で
の
平
成
26
年
度
中
の
開
業
、
大
阪
ま
で
の
早
期
全
線
着
工
を 

新
幹
線
建
設
促
進
の
た
め
の
中
央
要
望
を
実
施

　

そ
の
後
、
東
京
・
永
田
町
の

衆
・
参
議
員
会
館
に
て
、
県
選

出
国
会
議
員
９
名
に
要
望
書
を

提
出
。
北
陸
新
幹
線
建
設
促
進

に
理
解
と
協
力
を
求
め
ま
し
た
。

　

北
陸
新
幹
線
は
、
軌
道
敷
や

橋
脚
部
分
の
建
設
が
進
む
と
と

も
に
、
飯
山
駅
高
架
橋
工
事
も

始
ま
り
、
徐
々
に
そ
の
全
体
像

が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

両
協
議
会
で
は
、
今
後
も
北

陸
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
向

け
た
活
動
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
情
報
発

信
を
し
て
い
き
ま
す
。

△鉄道・運輸機構本社での要
望活動の様子。

△木村局長（写真右）に要望書を手渡す
　石田市長。

重
度
要
介
護
者
、
重
度
障
害
者
の
安
全
確
保
の
た
め

住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置
補
助
を
行
い
ま
す

を
行
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

　
左
表
の
と
お
り
で
す
。

補
助
金
額

◇
重
度
要
介
護
者

　
設
置
費
用
の
２
分
の
１
以
内

　
と
し
、
１
世
帯
２
０
０
０
円

　
が
上
限
。

◇
重
度
障
害
者

　
設
置
費
用
の
10
分
の
９
以
内

　
と
し
、
１
世
帯
３
６
０
０
円

　
が
上
限
。

補
助
対
象
機
器

　
い
ず
れ
も
日
本
消
防
検
定
協

会
に
合
格
し
た
も
の
（『
Ｎ
Ｓ

　

消
防
法
お
よ
び
岳
北
広
域
行

政
組
合
条
例
に
よ
り
、
平
成
21

年
６
月
１
日
か
ら
全
て
の
住
宅

に
つ
い
て
火
災
警
報
器
設
置
が

義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
市
内
家
庭
の
設
置
割

合
は
３
割
程
度
と
低
い
状
況
で

す
。
そ
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、

火
災
発
生
時
に
は
感
知
お
よ
び

避
難
が
困
難
と
思
わ
れ
る
重
度

要
介
護
者
、
ま
た
は
重
度
障
害

者
（
児
）
が
い
る
住
宅
で
、
次

に
該
当
す
る
世
帯
主
等
に
、
安

全
確
保
の
た
め
申
請
に
よ
り
火

災
警
報
器
設
置
に
対
す
る
補
助

マ
ー
ク
』
の
表
示
が
あ
る
も
の
）

で
、
煙
感
知
式
の
警
報
器
。
ま

た
平
成
21
年
４
月
１
日
以
降
に

購
入
・
設
置
し
た
火
災
警
報
器

に
限
り
ま
す
。

申
請
手
続
き
の
方
法

◇
重
度
要
介
護
者

　
　

警
報
器
購
入
後
、
認
印
、

　

口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の
、

　
火
災
警
報
器
の
領
収
書
を
お

　
持
ち
の
う
え
、
市
役
所
保
健

　
福
祉
課
高
齢
者
介
護
保
険
係

　
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
重
度
障
害
者

　
　

事
前
申
請
が
必
要
（
※
）

　
と
な
り
ま
す
。
認
印
と
見
積

　
書
を
お
持
ち
の
う
え
、
市
役

　
所
保
健
福
祉
課
障
が
い
福
祉

　

係
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
既
に
購
入
・
設
置
さ
れ
た

　
方
は
、
見
積
書
の
代
わ
り
に

　

領
収
書
を
お
持
ち
の
う
え
、

　
平
成
21
年
12
月
28
日
ま
で
に

　
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
開
始
日

　
11
月
16
日
㈪

お
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

市
役
所
保
健
福
祉
課

　
☎
�
３
１
１
１

◇
重
度
要
介
護
者

　
高
齢
者
介
護
保
険
係

　
内
線
１
８
４
、１
８
５

◇
重
度
障
害
者

　
障
が
い
福
祉
係　
内
線
１
８
９

●重度要介護者（下記①～④全てに該当の方）
①火災警報器を設置する時点において、市内
の持ち家に在住している方
②介護保険法における要介護度が３以上の方
③設置場所は②の方の寝室または階段とする
④火災警報器設置日において世帯員全員が市
民税非課税の世帯
●重度障害者（児）（下記①②いずれも該当の方）
①身体障害者手帳、療育手帳、または精神保
健福祉手帳の所持者で、飯山市重度要介護高
齢者および重度心身障害者（児）介護慰労金
支給要綱の重度心身障害者（児）の方がいる
世帯（対象となる障害は、おおむね寝たきり、
または常時介護を必要とする程度）
②市民税所得割（※）が 46 万円未満の世帯
※所得割額は 18 歳未満の障害児は世帯の合計、
18 歳以上で配偶者がいる方は本人と配偶者の合
計、その他は本人のみの額となります。

補助の対象となる方


